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本⽇の話題

u「こども110番の家」統⼀看板事業開始の経緯
uマニュアルの⾒直し
u各⼩中学校での利⽤



本題に⼊る前に

uこども三⼈の⽗親（⼤3、⾼3、中3)
u⻑男が⼩3の時⼩学校のPTA執⾏部に
u⻑男が⼩学校5年⽣、6年⽣の時に⼩学校のPTA会⻑
u⻑男が中学⼊学時から市P連、県P連へ出向
(平成26年度)
u 教育環境問題委員会(5年間)

u令和元年度、令和2年度は富⼭市P連会⻑
u県P連出向はこれで7年⽬



「こども110番の家」のはじまり

u痛ましい事件の発⽣
u平成6年4⽉、岐⾩県⽻島市
下校途中の⼩学校2年⽣の児童殺害

u平成8年、全国的に「こども110番の家」の設置
↓

u富⼭県警察本部が牽引役となって、各地区で
「こども110番の家」が設置された



問題点 -設置から年⽉を経て-

u⼦どもたちを取り巻く環境が⼤きく変化
u⾏動範囲も校区外へと広域化
u⼦どもたちが犯罪に巻き込まれる事件や事故が
増加

u「こども110番の家」の看板や名称が地域ごと
にバラバラ

u運営⺟体のバラつきがある状況



看板統⼀に向けた活動

•名称および看板を統⼀する取り組みを実施
u全国的にも21府県で既に看板を統⼀
u平成16年度、富⼭県PTA連合会からの呼びかけ



問題点の把握と対策の協議

u教育環境委員会で専⾨的に協議
u富⼭県防犯協会との意⾒交換
u県下の各⼩中学校PTAへのアンケート調査
u県議会議員との懇談
u県教育委員会との懇談
u富⼭県警察本部との懇談
u富⼭県親⼦安全会との調整



平成16年時点での現状把握
富⼭県内の「こども110番の家」の名称のばらつき (H16.7.1現在︓県警資料より)

○○地区こども110番の家 ○○地区⼦ども110番の
家

こちら潮⾵110番

かけこめ⼦供SOSの家 こども防犯連絡所110番
の家

岩瀬っ⼦たすけたい110

おたすけﾊｳｽこども110番の
家

ふれあいと安⼼の家 あいの家110番

たすけてハウス こども110番の家ほっと
はうす

どうぶっ⼦の家

ひまわりの家 こども交番連絡所 こども防犯110番
⼦供110番ふれあいの家 こども110番安⼼の家 わらべかけこみの家
こども110番おおとりの家 ふれあいの家 ﾎﾟｽﾄこども110番緊急避難所
メルヘンっ⼦かけこみの家 こども110番事業所 ほっと110番の家

(9,412箇所)



問題点の解決のために

u名称を統⼀
(⼩さい⼦ども達にもわかりやすい平仮名表記)

u看板を統⼀
u⾮常時対応マニュアルの整備
u「こども110番の家」の被害対策の確⽴



統⼀看板作成

u富⼭県警察本部
u富⼭県防犯協会
u富⼭県教育委員会
u富⼭県PTA連合会

uこの4者が安全対策会議という合議制機関において、
「こども110番の家」に名称を統⼀し、統⼀看板が完成



統⼀看板



児童⽣徒の安全確保対策 (平成17年度)

u学校安全体制整備推進
u 学校安全パトロール隊の結成普及
u 学校安全パトロール隊の機能強化

u「こども110番の家」の機能の充実
u 「こども110番の家」の拡充(新設・増設)

u ⼦どもにわかりやすい「こども110番の家」の表⽰の普及
u 「こども110番の家」の機能強化
u 「こども110番の家」の活⽤促進



統⼀看板の普及促進へ

u富⼭ケアネットワーク
u富⼭県⾃動⾞⾞体整備共同組合
u富⼭県⽣活共同組合CO・OPとやま
u富⼭県コンビニエンスストア等防犯協会
u社団法⼈富⼭県建設業協会⻘年部会
u富⼭県電気商業組合
uその他、たくさんの団体からの協⼒



継続的な維持・普及

u平成17年2⽉実施の調査で約6,164超の看板設置
uそして、新たな「こども110番の家」や既存看
板の劣化に伴う掛け替え

↓
u看板を頒布、不⾜分を頒布料⾦から作成、在庫



マニュアルの⾒直し 保 体 第 １ ８ ０ 号 

平成２９年６月２７日 

富 山 県 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 長 

(公財 )富山県防犯協会理事長 

富山市市民生活部生活安全交通課長  殿 

富山県警察本部生活安全部生活安全企画課長 

防 災 ・ 危 機 管 理 課 長 

  

富山県教育委員会保健体育課長 

 

「こども１１０番の家」のマニュアルの見直しについて（依頼） 

 

「こども１１０番の家」は、不審者対策として、平成１６年度より富山県警察本部、富

山県防犯協会、富山県ＰＴＡ連合会、富山県教育委員会の連携・協力のもと、看板表示を

統一し普及活動してまいりました。現在は、県ＰＴＡ連合会が看板の斡旋をし、各小学校

ＰＴＡ(単位ＰＴＡ)の独自活動として実施されています。 

マニュアルに関しては、平成１６年度に作成されていますが、その後見直しがされてお

らず、また、増刷もないことから不都合が出てまいりました。 

そこで、「こども１１０番の家」について、経緯や現在の活動を確認し、現在のマニュア

ルを見直したいと考えております。つきましては、現在のマニュアルの内容をＡ４版にし

たものをお送りしますので、各団体で見直して、加筆修正し下記担当までご提出していた

だきますようお願いします。 

今後は、見直していただいたマニュアルを元に、「こども１１０番の家」の活動について

共通理解をはかる機会を設ける予定としております。改めて連絡いたしますので、併せて

ご協力ください。 

 

記 

 

○ 提出期限 ７月２１日（金） 

○ 提出先  富山県教育委員会 保健体育課 眞田まで（FAXおよびメールで） 

        電子データが必要な方は下記アドレスまでお知らせください。 

 

担当 保健体育課 食育安全班 眞田 

電話 076-444-3445 

Fax 076-444-4436 

Mail akinobu.sanada@pref.toyama.lg.jp 



マニュアルの⾒直し

u平成29年度県P連 教育環境問題委員会で協議
u改訂案
県教委・県警察本部・県防犯協会・富⼭市
と協議

u県教委ホームページに公開
https://www.pref.toyama.jp/3005/bousaianzen/bouhan/kj00018779.html

https://www.pref.toyama.jp/3005/bousaianzen/bouhan/kj00018779.html


そして現在

u各地区で、⼦どもたちと街を知る取り組みが
進⾏中
u危険箇所の洗い出し、確認
u「こども110番の家」めぐりウォークラリー



安全パトロール隊

u各地域でパトロール隊が結成
u運営主体は地域ごとにそれぞれ
u登校時の⾒守り
u下校時の⾒守り



看板の頒布について

u現在の看板の頒布価格は¥880-/枚
u申し込みは各地区とも、⼩学校PTAを通じて、
富⼭県PTA連合会へお申し込みください。

u年間を通じて、ご提供させていただいておりま
す。

u詳しくは富⼭県PTA連合会ホームページへ
https://toyamaken-pta.gr.jp/kodomo110/

https://toyamaken-pta.gr.jp/kodomo110/

